
はじめに

私達を取り巻く消費生活環境は、高齢化の進行、高度情報化やグローバル化の進展等に

より、大きく変化しています。

消費者ニーズに対応した商品・サービスが提供され選択幅が拡大している一方、消費者

被害は複雑化・多様化しており、高度情報通信社会の進展を背景とした通信関連のトラブ

ルや、高齢者を標的とした不当請求等の悪質商法による被害は後を絶たない状況です。

また、平成３１（２０１９）年４月に外国人労働者の受入を拡大する改正「出入国管理

及び難民認定法」が施行されたことや、令和２（２０２０）年に「東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピック競技大会」が日本で開催されること等により、外国人市民、外国人

観光客の消費者トラブルの増加が予想されます。

さらに、令和４（２０２２）年４月には、民法の改正により、成年年齢が２０歳から１

８歳に引き下げられることに伴い、若年者の消費者被害の拡大が懸念されております。

そのような中、国においては、消費者利益の保護のため、「消費者契約法」、「特定商取

引法」及び「電気通信事業法」等の関係法令の整備を行い、消費者行政を推進しておりま

す。

本市においても、消費者が主体的に意思決定を行い、適切な消費者行動を実現できるよ

う消費者の権利の尊重と自立支援に向けた取組を行うため、「川崎市消費者の利益の擁護

及び増進に関する条例」に基づき、消費者行政の方針を明確にした３か年の消費者施策の

総合計画として「消費者行政推進計画」を策定し、消費生活の安定及び向上に向けた施策

の推進に取り組んでまいりました。

そしてこのたび、令和２（２０２０）年度から令和４（２０２２）年度までの消費者行

政を推進するにあたり、「消費者行政推進計画－令和２（２０２０）年度～令和４（２０

２２）年度－」を策定しました。

今回の計画では、これまでの高齢化や消費者被害の複雑化・多様化への対応等に加え、

消費者を取り巻く現状と課題等から抽出した新たに反映すべき視点を踏まえた改定を行う

こととしました。

本計画に基づき、「すべての消費者が安全に安心して暮らせる社会」と「消費者市民社

会」の実現に向け、持続可能な開発目標（SDGｓ）の理念を踏まえた取組を進めること
は、「成長と成熟の調和」による持続可能な「最幸のまち かわさき」の実現に結びつく

ものと考えております。

結びに、本計画の策定にあたり、御尽力いただいた「川崎市消費者行政推進委員会」の

各委員の皆様に心からお礼申し上げるとともに、市民の皆様や関係団体の皆様から貴重な

御意見をいただいたことに心から感謝申し上げます。

今後とも消費者行政の推進に、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和２年２月 

川崎市長


